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規

則

青
森
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
九
十
三
号

青
森
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
事
務
委
任
規
則

(

昭
和
三
十
六
年
九
月
青
森
県
規
則
第
八
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
二
第
六
号
ハ
中

｢

第
十
二
条
の
六｣

を

｢

第
十
二
条
の
六
第
一
項｣

に
改
め
、
同
号
ホ

中
｢

及
び｣

を

｢

並
び
に｣

に
改
め
、

｢

届
出｣

の
下
に

｢

及
び
第
十
四
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
第
七
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
処
理
業
者
に
係
る
欠
格
要
件
に
該
当
す

る
に
至
つ
た
旨
の
届
出｣

を
加
え
、
同
号
ト
中

｢

及
び｣

を

｢

並
び
に｣

に
改
め
、

｢

届
出｣

の
下

に

｢

及
び
第
十
四
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
管

理
産
業
廃
棄
物
処
理
業
者
に
係
る
欠
格
要
件
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
旨
の
届
出｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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平
成
十
七
年

九
月
三
十
日

(

金
曜
日)

第
二
千
五
百
三
十
五
号



( )

青
森
県
県
営
住
宅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
九
十
四
号

青
森
県
県
営
住
宅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
県
営
住
宅
規
則

(
昭
和
三
十
七
年
二
月
青
森
県
規
則
第
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
一
上
平
団
地
の
項
中

｢
八
十
八
戸｣

を

｢

八
十
二
戸｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
三
十
四
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
誘
致
推
進
室
設
置
規
程
及
び
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
誘
致
推
進
東
京
連
絡
事
務
所
設
置
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
誘
致
推
進
室
設
置
規
程
及
び
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
誘
致
推
進
東
京
連
絡
事
務
所
設
置
規
程
の

一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
誘
致
推
進
室
設
置
規
程
の
一
部
改
正)

第
一
条

Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
誘
致
推
進
室
設
置
規
程

(

平
成
十
四
年
五
月
青
森
県
訓
令
甲
第
三
十
三
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
関
連
施
設

(

Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｒ

(

国
際
熱
核
融
合
実
験
炉
を
い
う
。)

に
よ
る
研
究
に

関
連
し
て
設
置
さ
れ
る
施
設
を
い
う
。)

の
本
県
へ
の
誘
致
の
推
進
並
び
に
立
地
に
伴
い
講

ず
る
施
策
の
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

(

Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
誘
致
推
進
東
京
連
絡
事
務
所
設
置
規
程
の
一
部
改
正)

第
二
条

Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
誘
致
推
進
東
京
連
絡
事
務
所
設
置
規
程

(

平
成
十
六
年
三
月
青
森
県
訓
令
甲
第

八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中

｢

Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｒ

(

国
際
熱
核
融
合
実
験
炉
を
い
う
。)

の
本
県
へ
の
誘
致
の
推
進｣

を

｢

Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
関
連
施
設

(

Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｒ

(

国
際
熱
核
融
合
実
験
炉
を
い
う
。)

に
よ
る
研
究
に
関
連

し
て
設
置
さ
れ
る
施
設
を
い
う
。)

の
本
県
へ
の
誘
致
の
推
進
及
び
立
地
に
伴
い
講
ず
る
施
策｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
三
十
五
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
事
務
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
事
務
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
事
務
専
決
代
決
規
程

(

昭
和
三
十
六
年
九
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
八
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
五
青
森
県
環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
の
環
境
管
理
事
務
所
の
環
境
管
理
事
務
所
長
の
項
の
第
五

号
ロ
中

｢

第
十
二
条
の
六｣

を

｢

第
十
二
条
の
六
第
一
項｣

に
改
め
、
同
号
ニ
中

｢

及
び｣

を

｢

並

び
に｣

に
改
め
、

｢
届
出｣

の
下
に

｢

及
び
第
十
四
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
の

二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
処
理
業
者
に
係
る
欠
格
要
件
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
旨
の
届

出｣

を
加
え
、
同
号
ヘ
中

｢
及
び｣

を

｢

並
び
に｣

に
改
め
、

｢

届
出｣

の
下
に

｢

及
び
第
十
四
条
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( )

の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
理

業
者
に
係
る
欠
格
要
件
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
旨
の
届
出｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
七
百
六
十
三
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
六
十
四
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
五
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
六
十
五
号

身
体
障
害
者
福
祉
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号)

第
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
身
体
障
害
者
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
十

七
条
の
二
十
三
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
六
十
六
号

昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六
号

(

青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
二
号
の
表
中

｢

三
�
村
漁
業
協
同
組
合

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
三
�
本

を
削
る
。
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地
又
は

住
所

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

ア
ー
ス
サ
ポ
ー

ト
株
式
会
社

東
京
都
渋
谷
区

本
町
一
丁
目
八

の
七

訪
問
入
浴

介
護

ア
ー
ス
サ
ポ
ー

ト
株
式
会
社
八

戸
在
宅
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

八
戸
市
大
字
売

市
字
小
侍
一
二

五
の
一

平
成

��

･
�･
��

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

医
療
法
人
尚
志
会

十
和
田
市
大
字
相

坂
字
高
清
水
七
八

の
四
五
〇

居
宅
介
護
支
援

事
業
所
え
が
お

は
し
か
み

三
戸
郡
階
上
町
蒼

前
西
七
丁
目
九
の

四
〇
七

平
成

��･

�･

��

指
定
居
宅
支
援
事
業
者

身
体
障
害
者
居
宅
生
活
支
援

事
業
を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

身
体
障
害

者
居
宅
支

援
の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

有
限
会
社
仁

智
会

青
森
市
大
字
荒
川

字
筒
井
三
〇
六
の

一
一

デ
イ
サ
ー

ビ
ス
事
業

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

小
牧
野

青
森
市
大
字
荒
川

字
筒
井
三
〇
六
の

一
一

平
成

��

･

�･

��



( )

町

｣

公

告

地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証

黒
石
市
が
行
っ
た
次
の
地
域
に
係
る
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
、
国
土
調
査
法

(

昭
和
二
十
六

年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
五
号

平
成
十
七
年
九
月
二
日
現
在
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び
三

分
の
一
の
数

(

そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数)

を
、
地
方
自
治

法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
七
十
四
条
第
五
項
並
び
に
こ
れ
を
準
用
す
る
同
法
第
七

十
五
条
第
五
項
、
第
七
十
六
条
第
四
項
、
第
八
十
条
第
四
項
、
第
八
十
一
条
第
二
項
及
び
第
八
十
六

条
第
四
項

(

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二

号)

第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

一

県
議
会
議
員
及
び
県
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数

二
三
、
八
四
三

人

二

県
議
会
議
員
及
び
県
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

(

そ
の
総
数
が
四

十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に

三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数)
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市
町
村
名

大

字

名

小

字

名

黒

石

市

大
字
乙
徳
兵
衛
町
の
一
部

大
字
甲
大
工
町
の
一
部

大
字
乙
大
工
町
の
一
部

大
字
後
大
工
町

大
字
大
板
町

大
字
元
町
の
一
部

黒
石
の
一
部

西
ケ
丘
の
一
部

大
町
一
丁
目
の
一
部

大
町
二
丁
目
の
一
部

緑
町
一
丁
目
の
一
部

緑
町
二
丁
目
の
一
部

大
字
袋
字
村
山

開
発
区
域

(

工
区)

に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所

及
び
氏
名

(

名
称)

十
和
田
市
大
字
相
坂
字
六
日
町
山
一
四
五
、

一
六
〇
の
一
、
一
六
〇
の
二
、
一
六
一
の
一
、

一
六
二
の
一
、
一
六
三
の
一
、
一
六
四
、
一

六
五
、
一
六
六
の
一
、
一
六
七
、
一
六
八
の

一
、
一
六
八
の
二
、
一
六
九
、
一
七
〇
の
一
、

一
七
〇
の
二
、
一
七
一
の
一
、
一
七
二
か
ら

一
七
四
ま
で
、
一
七
五
の
一
、
一
七
五
の
二
、

一
七
六
、
一
七
八
、
一
七
九
の
一
、
一
八
二

の
一
、
一
八
三
の
一
、
一
八
五
の
二
、
一
八

七
の
一
、
一
八
八
の
一
、
二
三
四
、
二
六
四

及
び
二
六
五

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
の
一

イ
オ
ン
株
式
会
社



( )

二
六
五
、
三
五
一

人

三

県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

(

そ
の
総
数
が
四

十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に

三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数)

東
津
軽
郡
選
挙
区

八
、
六
七
五

人

西
津
軽
郡
選
挙
区

一
八
、
〇
三
五

人

南
津
軽
郡
選
挙
区

二
六
、
〇
六
一

人

北
津
軽
郡
選
挙
区

一
六
、
九
二
〇

人

上
北
郡
選
挙
区

三
一
、
一
〇
四

人

下
北
郡
選
挙
区

一
〇
、
三
八
二

人

三
戸
郡
選
挙
区

二
四
、
四
一
八

人

青
森
市
選
挙
区

七
九
、
七
五
四

人

弘
前
市
選
挙
区

五
二
、
一
三
九

人

八
戸
市
選
挙
区

六
四
、
四
五
四

人

黒
石
市
選
挙
区

一
〇
、
五
七
四

人

五
所
川
原
市
選
挙
区

一
三
、
三
七
四

人

十
和
田
市
選
挙
区

一
六
、
八
三
三

人

三
沢
市
選
挙
区

一
一
、
三
二
六

人

む
つ
市
選
挙
区

一
三
、
三
二
五

人

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
〇

(

福
祉
業
務
現
業
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
十
七
年
九
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
〇

(

福
祉
業
務
現
業
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
〇

(

福
祉
業
務
現
業
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中

｢

第
十
五
条
の
二
第
一
項｣

を

｢

第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で｣

に
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中

｢

第
十
六
条
の
二
第
二
項
第
一
号
又
は
第
二
号｣

を

｢

第
十
二
条
の
三

第
二
項
第
一
号
又
は
第
二
号｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
一

(

委
託
地
方
公
共
団
体
の
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め

る
規
則)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
一

(

委
託
地
方
公
共
団
体
の
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を

定
め
る
規
則)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
一

(

委
託
地
方
公
共
団
体
の
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め

る
規
則)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
弘
前
市
の
項
中

｢

法
規
、
事
務
管
理
担
当)

｣

を

｢

事
務
管
理
担
当)

、
法
規
係
長｣

に
改
め
、
同
表
八
戸
市
の
項
中

｢

法
規
、
庁
中
取
締
り
、｣

を
削
り
、

｢

文
書
法
規
班
長
、
庁
舎
管

理
班
長｣

を｢

行
政
経
営
室
室
長
補
佐
、
文
書
法
規
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
、
庁
舎
管
理
グ
ル
ー
プ
リ
ー

ダ
ー｣

に
改
め
、

｢

、
教
育
政
策
課
課
長
補
佐｣

を
削
り
、

｢

総
務
企
画
班
長｣

を

｢

総
務
企
画
グ

ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

に
、

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢
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出
先
機
関

支
所

支
所
長
、
所
長

南
郷
区
役
所

次
長
、
課
長

出
先
機
関

支
所

支
所
長
、
所
長

斎
場

斎
場
長



( )

を

｣

｢

に
、

｢

管
理
課
課
長
補
佐
、
総
務
班

｣

長｣

を

｢

総
務
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣
に
、

｢

を

｣

｢

に
、
｢

副
館
長｣

を

｢

館
長
、
副
館

｣

長｣

に
、

｢

を

｣

｢

に
改
め
、
同

｣

表
黒
石
市
の
項
中

｢

事
務
管
理
、｣

及
び

｢

、
秘
書｣

を
削
り
、

｢

、
予
算
担
当)

｣

の
下
に

｢

、

室
長
補
佐｣

を
加
え
、

｢

、
行
政
総
務
係
長｣

を
削
り
、

｢

管
財
課
管
理
係
長｣

の
下
に

｢

、
行
財

政
改
革
推
進
係
長｣

を
加
え
、
同
表
十
和
田
市
の
項
中

｢

部
長
、
課
長
、
課
長
補
佐｣

を

｢

部
長
、

理
事
、
課
長
、
行
政
管
理
室
長
、
課
長
補
佐｣

に
改
め
、｢

、
法
規｣

を
削
り
、

｢

秘
書
係
長
、
職

員
係
長
、
行
政
係
長｣

を

｢

主
幹

(

法
規
担
当)

、
職
員
係
長
、
行
政
管
理
係
長
、
秘
書
係
長｣

に

改
め
、

｢

財
政
係
長｣

の
下
に

｢

、
主
任
主
査

(

人
事
担
当)

｣

を
、

｢

次
長｣

の
下
に

｢
(

人
事

担
当)

｣

を
加
え
、

｢

を

｣

｢

に
改
め
、

｢

｣

、
医
療
局
長｣

を
削
り
、

｢

を

｣

｢

に
改
め
、
同

｣
表
三
沢
市
の
項
中

｢

人
事
係
長｣

を

｢

人
事
管
理
係
長｣

に
改
め
、
同
表
む
つ
市
の
項
中

｢

部
長
、

理
事
、
次
長

(

室
に
置
く
も
の
を
除
く
。)

｣

を

｢

部
長
、
防
災
専
門
監
、
税
務
調
整
監
、
理
事
、

次
長
、
財
政
調
整
監
、
環
境
保
全
対
策
専
門
監｣

に
、

｢

財
政
課
総
括
主
幹｣

を

｢

総
括
主
幹

(

総

務
課
、
管
財
課
及
び
財
政
課
に
置
く
も
の
に
限
る
。)

｣

に
、

｢

を

｣
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清
掃
事
務
所

所
長
、
課
長
、
課
長
補
佐
、
施
設
管

理
班
長
、
清
掃
業
務
班
長

下
水
道
事
務

所

課
長

清
掃
事
務
所

所
長
、
課
長
、
管
理
グ
ル
ー
プ
リ
ー

ダ
ー
、
収
集
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー

下
水
道
事
務

所

課
長
、
室
長

公
民
館

館
長

(

中
央
公
民
館
に
置
く
も
の
に

限
る
。)

診
療
所

所
長

公
民
館

館
長

(

中
央
公
民
館
に
置
く
も
の
に

限
る
。)

給
食
セ
ン
タ

ー

所
長

給
食
セ
ン
タ

ー

所
長

(

南
郷
地
区
給
食
セ
ン
タ
ー
に

置
く
も
の
を
除
く
。)

南
郷
事
務
所

所
長
、
課
長

農
業
委
員
会

事
務
局

事
務
局
長

出
先
機
関

保
育
所

園
長

農
業
委
員
会

事
務
局

事
務
局
長
、
総
括
参
事

支
所

支
所
長
、
課
長

出
先
機
関

保
育
所

園
長

(

十
和
田
湖
保
育
園
に
置
く
も

の
を
除
く
。)

公
民
館

館
長

図
書
館

館
長

市
民
文
化
セ

ン
タ
ー

館
長

視
聴
覚
セ
ン

タ
ー

所
長

市
民
文
化
セ

ン
タ
ー

館
長

出
先
機
関

保
育
所

所
長



( )
｢

に
改
め
、
同

｣

項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
一
平
内
町
の
項
中

｢

総
務
課
副
参
事｣

を

｢

総
務
課
調
整
監
、
総
務
課
副
指
導
監

(

庁
舎

管
理
担
当)

｣

に
、

｢

人
事
、
予
算
、
法
規
、
庁
舎
管
理
担
当｣

を

｢

法
規
担
当｣

に
、

｢

室
長｣

を

｢

課
長｣

に
、

｢

を

｣
｢

に
、

｢

事
務

｣

長｣

を

｢

事
務
局
長｣

に
改
め
、
同
表
�
田
村
の
項
中

｢

を

｣
｢

に
改
め
、
同

｣

表
木
造
町
の
項
、
森
田
村
の
項
及
び
柏
村
の
項
か
ら
車
力
村
の
項
ま
で
を
削
り
、
同
表
相
馬
村
の
項

中｢

を

｣
｢

に
改
め
、
同
表
板
柳
町
の
項
中

｢

課

｣

長
、｣
を

｢

課
長
、
室
長
、｣

に
、

｢

を

｣
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分
庁
舎

所
長
、
課
長

出
先
機
関

保
育
所

所
長

つ
が
る
市

本
庁

市
長
部
局

部
長
、
課
長
、
室
長
、
人
事
課
副
参

事

収
入
役
室

課
長

議
会
事
務
局

事
務
局
長

教
育
委
員
会

事
務
局

教
育
長
、
教
育
次
長
、
課
長
、
室
長

選
挙
管
理
委

員
会
事
務
局

事
務
局
長

監
査
委
員
事

務
局

事
務
局
長

農
業
委
員
会

事
務
局

事
務
局
長

支
所

支
所
長
、
課
長

出
先
機
関

出
張
所

所
長

福
祉
事
務
所

所
長

成
人
病
セ
ン

タ
ー

院
長
、
副
院
長

ぎ
ん
な
ん
荘

所
長

教
育
委
員
会

事
務
局

教
育
長
、
教
育
次
長
、
課
長

選
挙
管
理
委

員
会
事
務
局

事
務
局
長

農
業
委
員
会

事
務
局

事
務
局
長

教
育
委
員
会

事
務
局

教
育
長
、
教
育
次
長
、
課
長

農
業
委
員
会

事
務
局

事
務
局
長

出
先
機
関

保
育
所

所
長

農
業
委
員
会

事
務
局

事
務
局
長

村
長
部
局

課
長

村
長
部
局

課
長

収
入
役
室

課
長

保
育
所

総
括
保
育
所
長

出
先
機
関

病
院

院
長
、
副
院
長
、
総
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